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調査研究のフロー

草津市行政システム改革推進委員会からの提言：Ｈ16年4月 
↓ 

草津市行政システム改革行動指針：Ｈ16年12月 
↓ 

草津市行政システム改革推進計画（アクションプラン）：Ｈ16年度～Ｈ19年度 

①地域経営のための市役所づくり：１１５項目 

②協働システム構築のための地域づくり：２５項目 
 

     １４０項目の取り組み 

行政改革 
↓ 

行政システム改革 

①地域経営のための市役所づくり：６６．８点・検討５１項目 

②協働システム構築のための地域づくり：６０．８点・検討１３項目 

              ↓ 

さらに議論を深めるべき項目：３３項目 

総務省から指針が示され、草津市行政システム改革に係る

集中改革プランを策定：Ｈ17年度～Ｈ21年度 

方向性や具体策が定まっていない項目 

 ・公・共・私分類による行政事務事業の整理 

 ・補助金の一括廃止と審査制への移行 

 ・地域の役割分担の明確化と合意形成 

 ・行政評価システムと予算編成の連動 

 ・行政職員のアウトリーチング 

 ・社会的ビジネス起業支援政策の策定 

 この改革は、行政運営の内部改革にとどまらず、市民、市民団体、企業等を含めた｢草津市｣の活性化と自立に向けた行政

システムの確立を目指し、地域全体で、質の高い公共サービスを将来にわたって最適な方法で供給することを基本に進める。 
 このため、行政の役割を公・共・私分類により整理し、どの部分を担うべきであるのかを検討する。そして、本市と国や県との
役割分担、市民と行政との役割分担を明確にし、お互いに自立した市民と行政との協働を進める。 
 なお、現在の行政システムを改革するという思い切った取り組みであり、最終的な目標に到達するにはしばらくの時間を要す
ることが予測されるが、それゆえに、しっかりとした目標、到達点を設定、共有しなければならない。 

 ・公共再編のための仕分け手法の確立 

 ・事業・制度の再編や市民への可視化のための評価手法の確立 

 ・公共再編の仕分け作業結果と担い手とのマッチング、担い手支援・育成等の一連のスキームの確立 

 ・地方政府化 

 ・地域主権改革 

 ・地方自治法抜本改正 

 ・新しい公共の創造 

 ･全国的な行政システム改革の方向性 

 ・第５次草津市総合計画の方向性 

 地域社会として 

      持続可能な共生社会 

            ↓ 

 行政として 

          地方政府 

            ↓ 

 そのための行政システム 

      高度行政から最適行政へ 

 ・再検証した結果、引き続き取り組むべき項目がある 

 ・アクションプラン策定から7年経過しているが、その方向性は当時として先駆的で 

  あり、現在においても全国的な改革の方向性と合致している 

 ・第５次草津市総合計画に掲げている行政の姿勢と役割 

 ・草津市自治体基本条例に則った市政運営 

           ↓ 

改革の基本的な方向性は、前回を継承し、今後も追い求めていかなければならない 

①地域経営のための市役所づくり 

②協働システム構築による地域づくり 

草津市の「行政システム改革のあり方」概要図 （Ｐ．７１） 

 

 

  ・協働による事業展開の推進 

  ・アウトソーシング基準策定 

  ・指定管理者制度の統一的な選定手法や評価、利用料金制度の導入 

  ・財政健全化判断比率のシミュレーション策定 

  ・市債残高と発行額（臨時財政対策債）の目標額の数値化 

  ・基金残高と積立額の目標額の数値化 

  ・国の制度改革（交付税制度と臨時財政対策債）に向けて 

  ・市有資産の最適化のためのFM策定 

  ・市民参加条例による市民参加機会の制度化 

  ・住民投票条例の制度化 

  ・市民や地域ニーズの把握手法の確立 

  ・職員の政策形成能力の向上 

  ・情報の提供、公開と事業レベルの評価手法の確立 

  ・事業、制度の再編や市民への可視化のための評価手法の確立 

  ・優先順位のための評価制度の確立 

  ・事前評価制度の確立 

  ・情報公開条例の改正の検討   

  

・行政の役割の明確化 

・行政の役割に対応した職員の適正な定員管理

  ・公共再編の仕分け手法の確立 

  ・公共再編により、本来の行政の役割と現状との乖離認識 

  ・公共再編の仕分け作業結果やまちづくり提案事業と担い 

   手とのマッチング、担い手支援・育成等を一連のサイクル 

   としたスキームの確立、協働の推進 

  ・課題解決に向けたネットワーク形成とその運営手法確立 

  ・市民の行政依存から自立への転換の推進 

 

  ・全学（地）区まちづくり協議会の設立と活動支援 

  ・社会的ビジネス起業支援の検討  

  ・地域課題に対応する庁内の仕組みづくり 

  ・職員のアウトリーチングとコーディネート力向上のための 

   プログラムの策定 

  

行動指針の基本的な理念 

特に取り組まなければならない重要な事項 

これからの行政システムと改革 草津市が目指す行政システムの方向性 

第５次草津市総合計画の実現に向けて 

①地域経営のための市役所づくり ②協働システム構築による地域づくり 

行動指針の基本的な方向性 

アクションプランの総括報告：Ｈ20年12月 

アクションプランの再検証 

・人口構成の変化→人口 

 減少社会 

・東日本大震災の教訓 

・持続可能 

・幸せを実感できるまち 

・行政の役割 

・公共空間 

第１章 これまでの改革への取り組み 

第２章 草津市行政システム改革推進計画の総括報告からのステップアップ 

 第３章 これからの行政システムと 
      改革の方向性 

 第４章 草津市が目指す行政システムと 

      改革に向けて 

第５章 早期に実施すべき事項 

第６章 改革の実効性の担保 

 総合計画 

 自治体基本条例 

 執行体制 

理由 

・公・共・私分類による行政事務事業の整理が進んでいないこと 

・行政評価システムをＨ20年度で中止したこと 

・事業仕分けがＨ21・22年度のみの実施であったこと 

・Ｈ23年度から総合計画をベースにした施策評価を実施しているが、この手法だけ 

 では事業・制度の再編が進まないこと 

・自治体基本条例の施行により、市民との協働のまちづくりを推進するためには、 

 市民への可視化や説明責任をより一層果たしていく必要があること  
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はじめに 

 

草津市では、平成 16 年に草津市行政システム改革推進委員会からの提言「創造的改

革への挑戦 ～草津市行政システム改革に向けて～」を受けて、「草津市行政システム

改革行動指針」を取りまとめるとともに、「草津市行政システム改革推進計画（アクシ

ョンプラン）」を策定し、平成 19年度を終期とした行政システム改革の取り組みを進め

てきた。さらに、アクションプランの取り組みを一層進めるものとして、平成 17 年度

から 21年度までの 5年を期間とする「草津市行政システム改革に係る集中改革プラン」

を策定し、実行してきた。 

この行政システム改革は、「地域経営のための市役所づくり ～地域を経営する～」、

「協働システム構築のための地域づくり ～市民や地域との連携・協働を進める～」の

二つを基本的な方向性とし、アクションプランは 140項目を掲げた。 

平成 20 年度の「草津市行政システム改革推進計画 総括報告」によると、検討段階

が多くみられるが、これは、改革の方向性が当時としては大変斬新で先駆的であったも

のの、その具体的手法が確立できなかったことが大きな原因であった。 

その後、平成 22 年度からスタートをした第 5 次草津市総合計画の基本構想では、行

政の姿勢と役割として、「地域経営への転換」、「協働のまちづくりへの基盤強化」が示

されていることから、現時点においても、その二つの方向性は時代の潮流であり、改革

の方向性として引き続き追い求めることになっている。したがって、総括報告から引き

続き取り組むべき項目等を再検証し、第 5次草津市総合計画の実現に向けた行政システ

ム改革のあり方を示す必要がある。 

一方で、提言や、行動指針およびアクションプランの策定から 7年が経過するととも

に、平成 22 年度に草津未来研究所が実施した「全国的な人口減少社会の到来において

持続的に発展する草津市にあり方に関する調査研究」で明らかになったように、本市も

既に人口構成の変化がおこっており、近い将来迎えることとなる人口減少社会では、財

政状況も一層厳しくなり、地域社会は変わらざるを得ない状況である。今までのように

右肩上がり思考のまちづくりはもはや限界であり、新たな地域社会に対応するための行

政システムを描き出さなければならない。また、東日本大震災を教訓として、自然を克

服、自然に優先して利便性を追求してきた思考から脱却し、新たな思考による行政シス

テムが必要となる。 

したがって、持続ある地方政府として自立し自律可能な行政システムの方向性を示す

とともに、行動指針の理念等を再確認し、アクションプランの総括報告を再検証するこ

とによって、第 5次草津市総合計画の実現に向けた行政システム改革のあり方を示すこ

とを目的とする。 
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